
●
平
成
27
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
…
可
決

〔
討
論
〕

遠
山
議
員
…
中
学
校
の
空
調
設

備
整
備
に
向
け
た
も
の
、
市
民

会
館
、
藤
代
公
民
館
等
の
施
設

改
善
が
補
正
計
上
さ
れ
、
い
ず

れ
も
市
民
の
要
求
に
応
え
た
も

の
で
評
価
で
き
る
。
賛
成
。

飯
島
議
員
…
地
方
創
生
加
速
化

交
付
金
に
よ
り
、
シ
テ
ィ
ー
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
地
域
の
に
ぎ

わ
い
創
出
事
業
を
推
進
し
、
持

続
可
能
な
自
治
体
運
営
の
た
め

に
、
地
域
経
済
の
振
興
、
交
流
・

定
住
人
口
の
増
加
を
目
指
し
て

取
り
組
む
こ
と
を
期
待
。賛
成
。

●
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部

改
正
…
可
決

　

番
号
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

引
用
す
る
条
項
の
移
動
お
よ
び

一
部
の
字
句
を
修
正
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
以
降
、
全
国
で
多
く
の
問

題
が
発
生
し
て
い
る
。
番
号
法

の
施
行
中
止
を
求
め
て
き
て
お

り
、
関
連
す
る
条
例
改
正
に
も

反
対
す
る
。

●
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独

立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
理
条
例
…
可
決

　

給
料
表
の
等
級
別
基
準
職
務

表
を
条
例
に
規
定
し
、
文
言
の

整
理
を
行
う
た
め
、
関
係
す
る

条
例
の
規
定
を
改
正
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
利
益
目
的
の
民
間

企
業
と
違
い
、
地
方
自
治
体
や

公
務
員
の
役
割
は
市
民
全
体
の

奉
仕
者
と
し
て
働
く
こ
と
。
住

民
に
寄
り
添
い
、
問
題
を
解
決

し
て
い
く
本
来
の
自
治
体
の
在

り
方
を
ゆ
が
め
る
。
反
対
。

①
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

　

介
護
保
険
法
施
行
令
改
正
に

伴
い
、
介
護
認
定
審
査
会
委
員

の
任
期
を
条
例
で
定
め
、
介
護

予
防
・
日
常
生
活
支
援
、
生
活

支
援
体
制
整
備
事
業
を
平
成
28

年
度
か
ら
実
施
す
る
も
の
。

②
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正

③
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
並
び
に
同
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

改
正

　

い
ず
れ
も
可
決

　

厚
生
労
働
省
令
改
正
を
踏
ま

え
、当
該
省
令
基
準
を
参
酌
し
、

同
様
の
措
置
を
講
じ
る
た
め
改

正
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

遠
山
議
員
…
認
定
申
請
権
を
侵

害
し
て
受
給
権
者
を
減
ら
し
、

介
護
保
険
給
付
を
削
減
す
る
こ

と
は
明
ら
か
。
費
用
の
縮
減
あ

り
き
で
制
度
を
変
え
る
こ
と
は

要
支
援
外
し
で
あ
り
、
撤
回
す

べ
き
。
①
～
③
全
て
反
対
。

阿
部
議
員
…
前
倒
し
で
28
年
度

か
ら
実
施
す
る
こ
と
や
、
介
護

の
担
い
手
不
足
に
対
し
て
専
門

職
だ
け
で
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
の
充
実
を
進
め
て
い
く

こ
と
な
ど
、
評
価
で
き
る
。
条

例
の
改
正
は
有
効
。①
に
賛
成
。

池
田
議
員
…
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、

地
域
資
源
の
掘
り
起
こ
し
、
支

援
育
成
を
早
急
に
進
め
て
ほ
し

い
。
介
護
・
医
療
連
携
推
進
会

議
の
設
置
、同
会
議
へ
の
報
告
、

記
録
、公
表
等
が
義
務
化
さ
れ
、

利
用
者
が
事
業
所
を
選
ぶ
指
針

に
も
な
る
。①
～
③
全
て
賛
成
。

遠
山
議
員
…
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

専
門
職
に
代
わ
る
も
の
で
は
な

く
、責
任
も
持
た
せ
ら
れ
な
い
。

専
門
職
に
よ
る
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
持
続
す
べ
き
。

阿
部
議
員
…
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

捉
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
。
専
門
職

だ
け
で
は
賄
い
切
れ
な
い
。
よ

り
多
く
の
人
に
地
域
で
求
め
ら

れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
。

●
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例

　

行
政
不
服
審
査
法
全
部
改
正

に
伴
い
、
行
政
不
服
審
査
会
を

設
置
し
、
所
要
の
整
備
を
行
う

た
め
、条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

●
行
政
不
服
審
査
法
施
行
に
伴

う
関
係
条
例
整
備
条
例

　

い
ず
れ
も
可
決

　

不
服
申
立
て
の
種
類
の
一
元

化
、
審
理
手
続
、
行
政
不
服
審

査
会
へ
の
諮
問
手
続
の
導
入
等

に
伴
い
、
関
係
す
る
条
例
の
規

定
を
整
備
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
制
度
の
一
元
化
に

よ
り
、
参
考
人
か
ら
の
陳
述
や

検
証
が
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、

市
長
が
審
査
会
の
委
員
を
３
人

委
嘱
す
る
の
は
公
正
性
、
公
平

性
が
担
保
で
き
な
い
。
施
行
条

例
、整
備
条
例
ど
ち
ら
も
反
対
。

池
田
議
員
…
行
政
処
分
の
不
服

申
し
立
て
に
対
し
、
今
ま
で
は

行
政
処
分
し
た
と
こ
ろ
が
不
服

審
査
の
意
見
を
書
い
て
い
た

が
、
第
三
者
の
委
員
が
意
見
書

を
作
る
こ
と
が
条
例
化
さ
れ

た
。
委
員
が
第
三
者
な
の
は
当

然
だ
と
考
え
、
施
行
条
例
、
整

備
条
例
ど
ち
ら
も
賛
成
。

●
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正
…
可
決

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改

正
を
踏
ま
え
、
当
該
省
令
基
準

を
参
酌
し
、
同
様
の
措
置
を
講

じ
る
た
め
改
正
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

池
田
議
員
…
規
制
緩
和
し
て
も

保
育
士
不
足
が
解
消
す
る
と
は

考
え
づ
ら
い
が
、
保
育
士
の
待

遇
が
改
善
さ
れ
る
ま
で
に
は
時

間
も
掛
か
る
。
待
機
児
童
や
保

育
士
不
足
が
少
し
で
も
解
消
さ

れ
る
こ
と
を
願
い
、
賛
成
。

●
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組
織

及
び
運
営
等
に
関
す
る
条
例
…

可
決

　

消
費
者
安
全
法
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
消
費
者
安

全
法
施
行
規
則
の
規
定
を
参
酌

し
、本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

齋
藤
議
員
…
市
民
を
狙
っ
た
消

費
生
活
を
め
ぐ
る
犯
罪
行
為
が

多
発
し
て
お
り
、
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
は
市
民
生
活
に
な
く
て

は
な
ら
な
い
存
在
。
今
後
は
さ

ら
に
相
談
の
質
を
高
め
、
消
費

生
活
の
安
全
の
た
め
に
尽
力
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
賛
成
。

●
特
別
会
計
条
例
の
一
部
改
正

…
可
決

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
費
用
の
請
求
、

支
払
い
を
直
接
行
う
こ
と
と

な
っ
た
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

特
別
会
計
を
廃
止
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

遠
山
議
員
…
よ
り
き
め
細
か
い

介
護
保
険
事
業
拡
充
の
点
か

ら
、
直
営
で
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
を
継
続
す
べ
き
。
廃
止

に
反
対
。

商品やサービスに
関するトラブルは

消費生活センターへ

TEL＆FAX（0297）72－5022
相談受付時間
月曜日～金曜日（平日のみ）
9:00 ～12:00  13:00 ～16:00

2 月に開設した起業支援施設「Match-hako（マッチ・バコ）」

取
手
市
議
会
は
議
会
基
本
条
例
に
よ
り
、
議
員
間
の
公
平
で
自
由
な
議

論
を
尽
く
す
た
め
、
１
議
題
に
つ
き
３
回
ま
で
討
論
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

市
長
提
出
議
案

市
長
提
出
議
案
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